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議 案 第 2 8号 特 別 職 の 職 員 の 取 扱 い に 関 す る 件 撤 回 の 件

平 成 1 5年 1 2月 2 4日 提 出 の 議 案 第 2 8号 特 別 職 の 職 員 の 取 扱 い に 関 す る 件 に

つ い て は 、 次 の 理 由 に よ り 撤 回 し た い の で 承 認 を 求 め る 。

平 成 1 6年 １ 月 2 2日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久

撤 回 理 由

編 入 さ れ る 河 辺 町 お よ び 雄 和 町 の 特 別 職 の 職 員 は 全 員 失 職 す る こ と と な

り 、 合 併 後 の 処 遇 を 予 め 協 議 す る 必 要 は な い と 判 断 し た こ と か ら 撤 回 し よ

う と す る も の で あ る 。
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議 案 第 2 8号

特 別 職 の 職 員 の 取 扱 い に 関 す る 件

河 辺 町 お よ び 雄 和 町 の 特 別 職 の 職 員 の 取 扱 い を 次 の と お り 決 定 す る こ と

に つ い て 、 協 議 を 求 め る 。

河 辺 町 お よ び 雄 和 町 の 特 別 職 の 職 員 の 取 扱 い に つ い て は 、 秋 田 市 長 が 合

併 後 に 別 途 定 め る 。

平 成 1 5年 1 2月 2 4日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久



3

議 案 第 3 3号

補 助 金 等 の 取 扱 い に 関 す る 件

補 助 金 等 の 取 扱 い を 次 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て 、 協 議 を 求 め る 。

補 助 金 等 に つ い て は 、 秋 田 市 の 制 度 に 統 一 す る も の と す る 。

た だ し 、 一 部 の 補 助 金 等 に つ い て は 、 当 該 制 度 の 目 的 を 勘 案 し て 調 整 す

る も の と す る 。

平 成 1 6年 １ 月 2 2日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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議 案 第 3 7号

障 害 者 福 祉 、 老 人 ・ 福 祉 医 療 事 業 の 取 扱 い に 関 す る 件

障 害 者 福 祉 、 老 人 ・ 福 祉 医 療 事 業 の 取 扱 い を 次 の と お り 決 定 す る こ と に

つ い て 、 協 議 を 求 め る 。

障 害 者 福 祉 、 老 人 ・ 福 祉 医 療 事 業 に つ い て は 、 合 併 時 に 秋 田 市 の 制 度 に

統 一 す る 。 た だ し 、 乳 幼 児 医 療 費 助 成 事 業 に つ い て は 、 河 辺 町 お よ び 雄 和

町 の 合 併 前 の 受 給 者 に 限 り 平 成 1 7年 ８ 月 １ 日 に 秋 田 市 の 制 度 に 統 一 す る 。

平 成 1 6年 １ 月 2 2日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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議 案 第 3 8号

児 童 福 祉 等 事 業 の 取 扱 い に 関 す る 件

児 童 福 祉 等 事 業 の 取 扱 い を 次 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て 、 協 議 を 求

め る 。

児 童 福 祉 等 事 業 に つ い て は 、 合 併 時 に 秋 田 市 の 制 度 に 統 一 す る 。 た だ し 、

一 部 の 事 務 事 業 に つ い て は 、 廃 止 す る 。

平 成 1 6年 １ 月 2 2日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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議 案 第 3 9号

高 齢 者 福 祉 事 業 の 取 扱 い に 関 す る 件

高 齢 者 福 祉 事 業 の 取 扱 い を 次 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て 、 協 議 を 求

め る 。

高 齢 者 福 祉 事 業 に つ い て は 、 合 併 時 に 秋 田 市 の 制 度 に 統 一 す る 。 た だ し 、

一 部 の 事 務 事 業 に つ い て は 、 廃 止 す る 。

平 成 1 6年 １ 月 2 2日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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議 案 第 4 0号

生 活 保 護 関 連 事 業 の 取 扱 い に 関 す る 件

生 活 保 護 関 連 事 業 の 取 扱 い を 次 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て 、 協 議 を

求 め る 。

生 活 保 護 関 連 事 業 に つ い て は 、 合 併 時 に 秋 田 市 の 制 度 に 統 一 す る 。 た だ

し 、 河 辺 町 お よ び 雄 和 町 に 係 る 生 活 保 護 業 務 に つ い て は 、 合 併 時 に 県 か ら

引 き 継 ぎ 秋 田 市 が 実 施 す る 。

平 成 1 6年 １ 月 2 2日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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議 案 第 4 1号

介 護 保 険 事 業 の 取 扱 い に 関 す る 件

介 護 保 険 事 業 の 取 扱 い を 次 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て 、 協 議 を 求 め

る 。

介 護 保 険 事 業 に つ い て は 、 合 併 時 に 秋 田 市 の 制 度 に 統 一 す る 。 た だ し 、

介 護 保 険 料 は 、 平 成 1 6年 度 分 ま で に 限 り 不 均 一 賦 課 す る も の と し 、 平 成 1 7

年 度 に 新 た な 保 険 料 を 設 定 す る た め 、 第 ２ 期 介 護 保 険 事 業 計 画 の 見 直 し を

行 う 。

平 成 1 6年 １ 月 2 2日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久
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議 案 第 4 2号

そ の 他 の 福 祉 事 業 の 取 扱 い に 関 す る 件

そ の 他 の 福 祉 事 業 の 取 扱 い を 次 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て 、 協 議 を

求 め る 。

そ の 他 の 福 祉 事 業 に つ い て は 、 合 併 時 に 秋 田 市 の 制 度 に 統 一 す る 。 た だ

し 、 河 辺 町 の 総 合 福 祉 交 流 セ ン タ ー の 管 理 運 営 に つ い て は 、 現 行 ど お り と

す る 。

平 成 1 6年 １ 月 2 2日 提 出

秋 田 市 ・ 河 辺 町 ・ 雄 和 町 合 併 協 議 会 会 長 佐 竹 敬 久




